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○令和５年１２月定例議会提出予定案件の概要説明 

報告第５号 専決処分の報告について（損害賠償の額の決定及び和解について） 

      （南知多町大字内海地内で発生した交通事故） 

      （専決 令和５年９月２２日） 

 損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法第１８０条第１項の規定に基づ

き、別紙のとおり専決処分したので同条第２項の規定により報告する。 

１ 相手方 

  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

   ＊＊＊＊＊＊ 

２ 事故の概要 

  令和５年８月１７日午後３時３５分頃、職員が南知多町大字内海地内の道路にお

いて、公用車を右折させる際に周囲の状況確認を怠り、公用車の左前方部を相手方

が所有する家屋の外壁に接触させ、当該外壁を損傷させたものである。 

３ 損害賠償の額及び和解の内容 

（１）損害賠償の額  金１２，０００円 

（２）和解の内容 

   相手方に対し、事故に係る家屋外壁の修理代として上記損害賠償の金額を支払

うこと。 

議案第５４号 南知多町公告式条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由 

  行政手続のデジタル化及び効率化を推進する観点から、条例の公布等を町公式ホ

ームページに設置した掲示場に掲示して行うことができるようにするため、現行条

例の一部を改正する必要があるからである。 

２ 改正の主な内容 

(1) 条例の公布等を行う掲示場を集約する改正      （第２条第２項関係） 

(2) 条例の公布等を町公式ホームページに設置した掲示場に掲示して行うことが

できるようにする改正                （第２条第３項関係） 

３ 施行期日等 

(1) 施行期日 

   令和６年１月１日 

(2) 関係条例の一部改正 

  ア 南知多町財政状況の公表に関する条例の一部改正（附則第２項関係） 

  イ 南知多町監査委員に関する条例の一部改正   （附則第３項関係） 

  ウ 南知多町都市公園条例の一部改正       （附則第４項関係）
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議案第５５号 南知多町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例 

の一部を改正する条例 

議案第５６号 南知多町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の 

一部を改正する条例 

議案第５７号 南知多町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

以上３議案の提案理由の説明 

１ 改正の理由 

人事院は、令和５年８月に民間給与との較差を埋めるため、俸給表の水準を平均

1.1％引き上げるなどの給与勧告を行った。 

  これにより、本町においても、国家公務員の給与改定に併せ、議会議員及び特別

職の職員の期末手当支給割合の改定並びに一般職の職員の給与改定を実施するた

め、現行条例の一部を改正する必要があるからである。 

２ 改正の主な内容 

(1) 南知多町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を

改正する条例                   （第６条第２項関係）  

(2) 南知多町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改

正する条例                     （第４条関係）  

期末手当の支給割合について、令和５年 12 月期は 0.1 月分引き上げる。 

なお、令和６年６月期及び 12 月期の支給割合については、均等にする。 

区 分 ６月期 12 月期 合 計 

令和５年度 期末手当 
1.65 月 

（支給済み） 

1.75 月 

（現行 1.65 月）

3.40 月 

（現行 3.30 月）

令和６年度 期末手当 1.70 月 1.70 月 3.40 月 

(3) 南知多町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

ア 給料表の改正             （別表第１及び別表第２関係）  

  初任給を始め若年層に重点を置いて給料月額を平均 1.1％引き上げるため、

別表第１及び別表第２の給料表をそれぞれ改正する。 

  イ 期末手当及び勤勉手当の支給割合の改正（第 20 条及び第 21 条第２項関係） 

 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の期末手当及び勤勉手当の支給割

合について、令和５年 12 月期はそれぞれ 0.05 月分引き上げる。 

定年前再任用短時間勤務職員の期末手当及び勤勉手当の支給割合について、

令和５年 12 月期はそれぞれ 0.025 月分引き上げる。 

なお、令和６年６月期及び 12 月期の支給割合については、均等にする。 
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（定年前再任用短時間勤務職員以外の職員） 

区 分 ６月期 12 月期 合 計 

令和５年度 期末手当 

      勤勉手当 

1.20 月 

（支給済み）

1.00 月 

（支給済み）

1.25 月 

（現行 1.20 月）

1.05 月 

（現行 1.00 月）

2.45 月 

（現行 2.40 月）

2.05 月 

（現行 2.00 月）

令和６年度 期末手当 

      勤勉手当 

1.225 月 

1.025 月 

1.225 月 

1.025 月 

2.45 月 

2.05 月 

（定年前再任用短時間勤務職員） 

区 分 ６月期 12 月期 合 計 

令和５年度 期末手当 

      勤勉手当 

0.675 月 

（支給済み）

0.475 月 

（支給済み）

0.700 月 

（現行 0.675 月）

0.500 月 

（現行 0.475 月）

1.375 月 

（現行 1.35 月）

0.975 月 

（現行 0.95 月）

令和６年度 期末手当 

      勤勉手当 

0.6875 月 

0.4875 月 

0.6875 月 

0.4875 月 

1.375 月 

0.975 月 

３ 施行期日等 

 (1) 議案第 55 号及び議案第 56 号 

公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和６年４月１日から施行

する。 

第１条の規定による改正後の条例の規定は、令和５年12月１日から適用する。 

 (2) 議案第 57 号 

   公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和６年４月１日から施行

する。 

   第１条の規定（給料表の改正）による改正後の給与条例の規定は、令和５年４

月１日から適用する。 

   第１条の規定（期末手当及び勤勉手当の支給割合の改正）による改正後の給与

条例の規定は、令和５年 12 月１日から適用する。 
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議案第５８号 南知多町災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由 

  新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律により、

新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部が改正されたことに伴い、現行条例の

一部を改正する必要があるからである。 

２ 改正の内容 

 (1) 引用条文の変更に伴う改正                  （第１条関係） 

  (2) 感染症の発生及びまん延の初期段階から職員の派遣が可能になったことに伴

う派遣職員への手当の名称の改正                （第１条関係） 

３ 施行期日 

  公布の日 

議案第５９号 南知多町空家等の適正な管理に関する条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由 

  空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が令和５年 12 月 13

日に施行されることに伴い、現行条例の一部を改正する必要があるからである。 

２ 改正の主な内容 

(1) 既存の引用条文の条ずれに伴う改正等規定の整理 

（第８条、第９条、第 10 条、第 12 条及び第 15 条関係）  

(2) 災害その他非常時における代執行制度に関する規定の追加 （第 12 条関係）  

３ 施行期日 

  令和５年 12 月 13 日 

議案第６０号 南知多町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由 

  全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部

を改正する法律が令和５年５月 19 日に公布され、子育て世帯の負担軽減の観点か

ら、令和６年１月より出産被保険者に係る産前産後期間の所得割額及び被保険者均

等割額の軽減措置が講じられることとなったため、現行条例の一部を改正する必要

があるからである。 

２ 改正の主な内容 

  出産被保険者に係る産前産後期間の所得割額及び被保険者均等割額の軽減措置 

の追加                       （第 23 条第３項関係） 

３ 施行期日等 

 (1) 施行期日 

令和６年１月１日 
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 (2) 適用区分 

令和５年度分の国民健康保険税のうち令和６年１月以後の期間に係るもの及

び令和６年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和５年度分の国

民健康保険税のうち令和５年 12 月以前の期間に係るもの及び令和４年度分まで

の国民健康保険税については、なお従前の例による。 

議案第６１号 令和５年度南知多町一般会計補正予算（第７号） 

補正額 ２９９，９５３千円  補正後 ８，０８１，０５４千円 

◎債務負担行為の追加 

課 事項 期間 限度額 

健康子育て室
放課後児童健全育成事業自動

車運転業務委託事業 
令和６年度 １，１４４千円

学校教育課 

南知多中学校通学用バス借上

げ及び運行業務委託事業 
令和６年度 ５１，０２５千円

南知多中学校通学用バス運転

業務委託事業 
令和６年度 ８，１８４千円

南知多中学校通学用福祉車両

運転業務委託事業 
令和６年度 ２，３７６千円

内海小学校通学用バス運転業

務委託事業 
令和６年度 ３，５６４千円

豊浜小学校通学用バス運転業

務委託事業 
令和６年度 ３，５６４千円

みさき小学校通学用バス運転

業務委託事業 
令和６年度 １０，６９２千円

離島中学生通学輸送業務委託

事業 
令和６年度 ４，４９１千円

離島中学生通学用船舶借上業

務事業 
令和６年度 ３，３６９千円

中学生交流促進高速船無償化

委託事業 
令和６年度 ２，２８１千円

学校給食セン

ター 
学校給食配送業務委託事業 令和６年度 ５，２８０千円

１ 職員人件費 

○歳出 

 ①人件費                   △１２，７１５千円 

・給料（人事異動等に伴う減）          △１７，２０６千円 

・職員手当等（人事異動等に伴う増）         ４，０４３千円 

      （電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援 

給付金給付事業分の増）          ７５９千円 

・共済費（人事異動等に伴う減）            △３１１千円 
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２ 総務課 

 〇歳出 

  ①総務費 

   ・財産一般管理費 備品購入費の減       △３，９０５千円 

   ・財産一般管理費の財源更正（地方債の減、一般財源の増） 

３ 企画財政課 

○歳入 

 ①地方交付税 普通交付税の増         １７３，８４４千円 

 ②繰越金 繰越金の増              ７４，６４９千円 

 ③町債                    △１８，６００千円 

  ・公用車購入事業債の減              △４，６００千円 

・コミュニティバス購入事業債の減        △１９，３００千円 

  ・みさき小学校消防設備整備事業債            ８００千円 

  ・道路橋りょう施設災害復旧債（単独）        ４，１００千円 

  ・農業用施設災害復旧債（単独）             ４００千円 

４ 成長戦略室 

 〇歳出 

  ①総務費 公共交通対策事業費の財源更正（地方債の減、一般財源の増） 

５ 建設課 

 〇歳入 

  ①国庫支出金 災害復旧費国庫負担金       １１，５９５千円 

 〇歳出 

  ①土木費 

 ・港湾施設維持管理費 工事請負費の増      １，４７４千円 

②災害復旧費  

 ・農業用施設災害復旧費の財源更正（地方債の増、一般財源の減） 

・漁港施設災害復旧費の財源更正（国庫支出金の増、一般財源の減） 

・道路橋りょう施設災害復旧費の財源更正（地方債の増、一般財源の減） 

６ 産業振興課 

 〇歳入 

  ①県支出金 被災農業者営農支援事業費         ３２５千円 

 〇歳出 

  ①農林水産業費 農業振興対策事業費（報酬 需用費 負担金、補助 

及び交付金）の増                  ５５１千円 

７ 住民福祉課 

○歳入 

 ①国庫支出金                     

・障害者総合支援給付費の増          ３８，７６０千円 

②県支出金                       

 ・障害者総合支援給付費の増          １９，３８０千円 



- 7 - 

○歳出 

  ①民生費                   ２４５，７８９千円 

・障害者援護事業費 扶助費の増             ５５７千円 

・障害者総合支援事業費（委託料 負担金、補助及び交付金 

 扶助費 償還金、利子及び割引料）の増      ８７，５６４千円 

・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業費（需用 

費 役務費 委託料 負担金、補助及び交付金）の増 １５７，６６８千円 

８ 環境課 

 ○歳出 

  ①衛生費 知多南部衛生組合分担金      

・負担金、補助及び交付金 知多南部衛生組合分担金の減  

△２９，３５１千円 

９ 保険年金室 

 〇歳出 

  ①民生費                      ２１，４２３千円 

  ・子ども医療費 （役務費 扶助費）の増        １０，７８３千円 

  ・後期高齢者福祉医療費 扶助費の増          １０，６４０千円 

１０ 健康子育て室 

 〇歳出 

  ①民生費                       ７，９９７千円 

   ・保育所一般管理費 （委託料 償還金、利子及び割引料）の増 

                               １，２３３千円 

   ・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付 

   事業費 国県支出金等返還金               ６，７６４千円 

  ②衛生費                      ３９，４９９千円 

   ・予防接種事業費 国庫支出金等返還金         ３８，８９９千円 

   ・母子保健事業費 （扶助費 償還金、利子及び割引料）の増  ６００千円 

１１ 学校教育課  

 ○歳出                            

①教育費                      ２７，８３９千円 

 ・小学校一般管理費（需用費 役務費 工事請負費 備品購入費）の増  

７，１６１千円 

・教育振興一般管理費 需用費の増          １３，９６６千円 

・中学校一般管理費 委託料の増            ６，７１２千円 
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１２ 社会教育課  

 ○歳出                            

①教育費                         ９９１千円 

・二十歳のつどい開催費 報償費の増              ４５千円 

・公民館維持管理費 需用費の増               ７４４千円 

・文化財保護費 負担金、補助及び交付金の増          ５０千円 

・尾州廻船主内田家維持管理費 需用費の増          １５２千円 

１３ 議会事務局 

 〇歳出 

  ①議会費 議員給与費 議員期末手当の増          ３６１千円 

議案第６２号 令和５年度介護保険特別会計補正予算（第２号） 

（健康介護課）補正額 ２，４６３千円  補正後 ２，０７６，８７６千円 

 〇歳入 

  ①基金繰入金 介護給付費準備基金繰入金の増     ２，４６３千円 

○歳出 

  ①地域支援事業費 （給料 職員手当等 共済費）の増 ２，４６３千円 

議案第６３号 令和５年度南知多町師崎港駐車場事業特別会計補正予算（第１号） 

（産業振興課）補正額 １，７８７千円  補正後 １０４，６４９千円 

 〇歳入 

  ①繰越金 繰越金の増                 １，７８７千円 

○歳出 

 ①一般管理費 償還金、利子及び割引料（消費税及び地方消費税）の増 

４６７千円 

 ②維持管理費 工事請負費（駐車場 2階南面開口閉塞工事）１，３２０千円 

議案第６４号 令和５年度南知多町水道事業会計補正予算（第２号） 

（水道課）補正額 △６５４千円  補正後 ９５６，６８６千円 

○収益的支出 

  ①営業費用                        ２０千円 

・配水及び給水費の減（人件費）             △５０５千円 

・総係費の増（人件費）                  ５２５千円 

  ②営業外費用 消費税及び地方消費税の増           ３千円 

 ○資本的支出 

  ①建設改良費 配水設備新設改良費の減（人件費）    △６７７千円 



- 9 - 

議案第６５号 令和５年度南知多町漁業集落排水事業会計補正予算（第１号） 

（水道課）補正額  △１，２６２千円  補正後 １９９，８５９千円 

〇収益的収入 

漁業集落排水事業収益 

 ①営業外収益                    ２，７４８千円 

・他会計補助金 資本的収入からの振替        １０，９５２千円 

 ・長期前受金戻入 振替に伴う減額          △８，２０４千円 

○収益的支出 

漁業集落排水事業費用 

  ①営業費用                    △１，２６２千円 

   ・管渠費 修繕料の増                 ２，２９５千円 

・総係費の減（人件費）               △３，５５７千円 

 〇資本的収入 

  ①補助金                    △１０，９５２千円 

   ・他会計補助金 収益的収入への振替        △１４，０４０千円 

  ②他会計出資金 

   ・他会計出資金                  ３，０８８千円 


